
～事前登録制度のお知らせ～
認知症により、記憶力・判断力が低下し、道に迷ったり、自分の家がわからなくなる方がいます。

この制度は、事前にご本人の情報を登録していただき、万が一、行方不明になられた場合、関係機関

に登録情報を提供し、少しでも早く発見することにつなげるものです。

① 木津川市役所高齢介護課で事前登録を行いましょう

※事前登録情報は、ご了承をいただけた場合、警察や

地域包括支援センターと情報共有を行います。

※事前登録情報は、市役所から更新手続き依頼が届きましたら、

更新の手続きを行ってください。

○対象者 木津川市内に居住し、認知症等により行方不明になるおそれのある方

○申請者 行方不明になるおそれのある方のご家族等

○持参品 本人の顔写真
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ご相談や申請用紙等は下記の問い合わせ先までご連絡ください

問い合わせ先：木津川市高齢介護課高齢者福祉係

℡ ０７７４－７５－１２１３（直通）

目撃情報（電話等）目撃情報（電話等）



～安心して生活するための備え～

〇よく行く場所やルートを知っておきましょう

本人と外出した時などに、立ち寄る場所や、

移動ルートを把握しておくと、万が一、

行方不明になったときでも、探す場所の検討が

つきやすくなります。

〇よく持っているものを覚えておきましょう

杖やシルバーカー、カバンなど、

外出時に必ず持って出るものの色や特徴を

覚えておくと、探すときの参考になります。

〇名前や連絡先を持ち物に書いておきましょう

本人が外出する際に着用する衣服や、

持っているものなどに名前や連絡先を記入

しておくと、身元がわかる可能性が高くなります。

・本人のプライドを傷付けたり、悪用されたりしない

よう、名前や連絡先は外から見えないところに

書きましょう。

（衣服には、アイロンで貼るタイプの名前シールも便利です）

・旧姓や旧住所を名乗る場合もありますので、旧姓や旧住所の併記も効果的です。

また、連絡先は、家族の携帯電話等の番号も記載していただけると、連絡がつきやすくなります。

・お金を持って外出するという方が多いので、財布にも連絡先などを入れたり、書いたりしておき

ましょう。

〇ご近所の方にもあらかじめ説明しておくのもよいでしょう

ご近所の方に事前に説明しておかれると、

目撃情報を伝えてくれたり、一緒に帰ってもらえたり、

何かと助けてくださる可能性もあります。


